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第4章 施設計画 

  

第2章 当院を取り巻く環境 

第5章 事業計画 

 

【新病院整備にあたっての部門ごとの基本的な考え方】  

①病棟部門…車いす等でも利用可能なトイレの拡充、一定数の個室の確保、産科と婦人科を区分したゾーニング、

感染症発生時のゾーニングを考慮した病室配置、つまずき・転倒を防ぐための構造や建材など 

②外来部門（救急含む）…ゆとりある待合、再来患者の予約制導入による混雑緩和、効率的な動線、フレキシブル

な利用を可能とする診察室、近隣への影響に配慮した救急車の進入路の考慮など 

③手術部門…用途に応じた複数の規模での整備、清浄度を高レベルで維持するための設備と動線など 

④薬剤部門…外来調剤は院外処方とすることを基本に検討、災害時のため薬剤等の備蓄が可能な空間の確保など 

⑤臨床検査部門、⑥放射線部門、⑦リハビリ部門…必要な部門からのアクセスが容易な配置計画など 

⑧人工透析部門…現状や今後の患者動向を分析し、必要なベッド数を見込んだ部屋面積、必要機材の整備など 

⑨健診部門…一般患者と健診受診者の動線が可能な限り交錯しない配慮など 

⑩栄養部門…院内調理を基本として検討、衛生への配慮など 

⑪管理部門…会議室、図書室、更衣室や当直室、休憩スペースの整備など 

ク）働きやすい職場環境の整備 …効率的で効果的な医療が遂行できる働きやすい職場環境の形成（スタッフ動線

に配慮した諸室配置、会議室や図書室、ワークライフバランスに配慮した休憩室や院内保育室の整備など）  

ケ）建設・維持管理コストを抑え経済性に配慮した施設…将来的な経営負担を軽減し持続的な病院経営を実現する

ため低コストかつ品質の高い施設づくりに努め、ライフサイクルコストの縮減にも配慮（メンテナンスが行いや

すい構造、材料の採用、華美な装飾等は避け、規格品や汎用品を積極的に採用するなど）  

医療機器と医療情報システム整備の基本的な考え方 

・医療機器は、現在所有する機器の使用可能期間や新病院における診療内容

等を十分検討し、効率的に調達 

・費用対効果を踏まえ、電子カルテシステムの導入とその時期について検討 

 ・待ち時間短縮と待ち時間のストレス緩和を図るため、予約・受付・会計な

どを一元化した病院情報システム導入を検討 

設計や工事に係る事業方式は、「設計・施工分離発注方式（従来方式）」、「Ｄ

Ｂ方式」、「ＥＣＩ方式」、「ＰＦＩ方式」などがありますが、医療施設分野

の実績が多い設計会社や建設会社に対し行ったヒアリング等の結果を踏ま

え、「従来方式」を採用することとします。 

事業スケジュールと概算事業費は表のとおりです（ただしいずれも、労働者不足や建設資材等の物価高騰などの今後の

社会情勢や、設計内容等により変動することがあります）。 

【設計・施工分離発注方式(従来方式）】 

概算事業費には、什器・備品や医療機器、医療情報システム等は含まれていません 

市立病院（1970年建設・築54年） 
   ：耐震化・老朽化対策等の必要性 

⇒検討委員会（2019年度～） 
「現在の施設の耐震化は難しい」（2023年1月報告） 
  ※これを受け、市は建て替えを行うという方針を決定 

 「西公民館・松原会館を含む一体的な敷地の活用が

望ましい」（2023年11月報告） 
  ※これを受け、市立病院では審議会を設置するととも 

に、市内5地区で説明会を開催し市民の意見を聞く 

    
⇒こうした取り組みを経て、市として、「市立病院の建替えは移転建替えとし、移転候   
補地は西公民館・松原会館を含む一体的な敷地とする」という方針を決定（2024年3月） 

 【国】 
・再編統合の議論が特に必要な424医療機関を公表（2019年） 

  ⇒その後、コロナ禍を経て、「地域医療構想の推進の取組は、病床の削減や統廃合ありきではなく、各都道府

県が地域の実情を踏まえ、主体的に取組を進めるもの」と表明（2021年） 

・地域包括ケアシステムの構築を重視し、診療報酬改定では「地域包括ケア病棟（病床）」を新設（2014年） 

【県】 

・埼玉県地域医療構想（2016年）：県内１０の二次保健医療圏ごとに病院機能を「高度急性期」「急性期」「回復   

期」「慢性期」の４つに分けて、将来推計人口から地域ごとに医療ニーズを予測し、それを基に将来必要となる病

床数の目安を病院機能ごとに推計 

・南部保健医療圏（蕨市、川口市、戸田市）：当圏域に

おける必要病床数の見込みとそれに対する２０２２

年度時点の実状は右表のとおりであり、特に回復期

で顕著な不足が明らかです。  

蕨市の二次保健医療圏は、「南部保健医療圏」 

蕨市における1日当たり入院及び外来患者数は、いずれも今後増加していくことが推計されます。  

  新しい病院に求めるもの 新しい病院が充実すべき医療サービス  
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第3章 新病院整備の基本的な考え方 

新病院整備に当たっての基本理念は、２０１９年策定の「蕨市立病院将来構想」、２０２４年策定の「蕨市立病院経

営強化プラン」でも掲げている蕨市立病院の「基本理念」です。 

新病院にあっても、この基本的な理念が変わるものではないことから、「市立病院建設基本構想・基本計画」におけ

る基本理念もこの理念を踏襲するものとします。 

第4章 施設計画 

 
・市民の健康の維持増進を第一とし、地域住民に愛される病院となることを目指します。 
・患者及び家族の皆様が満足できるよう、安全で質の高い医療サービスの提供を目指します。  

 

①急性期医療の継続…急性期病院としての機能を継続、市内唯一の二次救急指定病院としての機能を維持 

②地域医療連携の充実…高度急性期等からの受入、回復期・慢性期の医療機関・施設や在宅への橋渡し 

③地域包括ケアへの対応…回復期機能を有する「地域包括ケア病床」を新たに確保 

④周産期医療、小児医療の提供…市内唯一の分娩機能をはじめとした周産期医療・小児医療の提供を継続 

⑤市民の健康の維持増進への対応…「成人健診センター」機能を新病院内に設置 

⑥外来診療環境の充実…紹介状を必要としない地域の身近なかかりつけ医的な機能を継続、外来待合スペー

スの確保や自動再来受付や待ち時間対策の検討など、外来診療環境を充実 

⑦入院環境の充実…入院患者のＱＯＬ（Quality of life／クオリティ オブ ライフ：生活の質）の向上を図

るため、ゆとりある病床面積の確保や個室数の拡充

など、入院環境を充実 

⑧働きやすい職場環境の推進…効率的効果的な医療

が遂行できる環境、働きやすい職場環境を形成  

 

【５疾病６事業に対する対応】 

 医療法に示す５疾病（がん、脳卒中、心筋梗塞等の心血管疾患、糖尿病、精神疾患）、６事業（救急医療、災

害時における医療、へき地の医療、周産期医療、小児医療、新興感染症対応）に対しては、現状を踏まえ引き続

き当院の役割を果たしていく 

【診療科】 

 現状「内科」「小児科」「外科」「整形外科」「産婦人科」「眼科」「耳鼻咽喉科」の７科 

   ※このほか曜日により、「皮膚科」「呼吸器内科」「消化器内科」「糖尿病科」「泌尿器科」「乳腺外科」を開設 

  →診療科については現状を基本とし、今後の患者ニーズ等に応じ、将来的に新たな診療科の開

設にも対応できるよう、柔軟な対応が可能な診療スペースを検討 

【必要病床数】 

 地域の医療ニーズの増加や、地域包括ケア病床の設置等により一患者当たりの入院日数の増加も見込まれるこ

とから、病床数の大幅なダウンサイジングは適切ではなく、病床数は現状の１３０床程度をベースに検

討（ただし、一床当たり面積の拡大や、病床の個室化、外来待合

スペースの確保など、様々な要因を踏まえ、具体的に確保できる

病床数は設計段階で決定する） 

 

 

【移転候補地】 

 「西公民館・松原会館を含む一体的な敷地」 

    地積合計  ４,５４０．２２㎡  

    建蔽率  ６０％＋２０％（角地緩和等） 

    容積率   ２００％  

新病院の想定床面積…9,000㎡程度  

     現在の市立病院の床面積：6,865.65㎡（健診センターと検査室を含めた場合＋500㎡程度） 

     同規模病院の平均的な床面積：8,700㎡（健診センターと検査室を含めた場合＋500㎡程度） 

駐車・駐輪場の規模 …平置きを基本としながら現状以上の駐車スペースの確保と、100台程度の駐

輪スペースの確保を目指す 

     ※交通アクセスの向上に資する交通手段の充実やシェアサイクルポートの設置場所も検討 

     ※駐車場・駐輪場や建物の敷地上における配置を設計するに当たっては、移転候補地と総合 社会

福祉センターとの間にある道路（幅員6.0ｍ）の活用も含めて検討  

ア）バリアフリー、ユニバーサルデザインへの対応…他の公共施設等と比べてもとりわけ重視（十分な幅を確保

し段差のない廊下、車いすやオストメイトに対応したトイレ、視認性が高く直感的に伝わる案内表示やピ

クトグラム、勾配や段差の少ない外構アプローチなど）  

イ）プライバシーへの配慮…プライバシーを保護し、安心して治療・健診等を受けられる環境を提供（各病室

や外来待合室等のそれぞれで、室の広さや、材質の配慮による外部への音漏れ防止、パーテーションや

カーテンによる視覚隠蔽、処置中の患者と別の患者が交錯しないような動線設定など）  

ウ）災害に強い施設…必要な医療の提供が継続できる災害に強い施設（非常用発電機設備や無停電電源装置の

整備、免震構造導入の検討、受変電設備や非常用発電機設備の上層階への配置など）  

エ）省エネルギー化…環境負荷の低減に資するとともに、建物のライフサイクルコストを縮減（省エネルギー

型の機器の採用、気密性・断熱性が高い建材の活用、再生可能エネルギーの活用など）  

オ）近隣環境と景観への配慮…良好な景観形成に資する建物とするとともに近隣の住環境へ配慮、また、救

急車や物品搬入出の車両の進入動線などについても近隣への影響をなるべく低減  

カ）機能性と利便性の確保…来院者・スタッフの双方にとっての機能性、利

便性の確保（必要な機能を踏まえた諸室のスペース確保、機器等の収納ス

ペースや物品の置き場の確保、交錯する複数の動線の整理、処置スペース

や作業スペースの確保など） 

キ）親しみと安らぎを感じさせる施設…来院される方の不安を軽減できる親

しみと安らぎを感じさせる整備（内装などの意匠や、ゆとりある空間整

備、採光や緑化の配慮、だれもがくつろげるスペースの確保を検討など） 


